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松阪競輪包括業務及び施設整備業務委託 プロポーザル基本方針 

 

１． プロポーザル方式を採用する理由 

競輪事業運営において、安定した収益の確保及び維持が求められるだけでなく、時代のニ

ーズにあった施設整備計画の策定と実施、中長期的な視野を持った業務運営を求められま

す。これを達成するためには、単に競争入札ではなく、事業者の過去実績や豊富な経営ノウ

ハウによる競輪事業の提案、また、競輪事業運営以外において地域社会にも貢献できるよう

な施設設計による提案など高い企画提案をもつ受託者が求められる。 

これらの条件を満たすため、公募により複数の業者から企画を提案いただき、審査の上、

契約の相手方となる候補者を選定する「公募型プロポーザル方式」にて実施する。 

 

２．期待できる効果 

松阪競輪包括業務及び施設整備業務委託の実施は、競輪運営だけではなく施設整備も含

めた業務を包括的に運用することができ、本市競輪事業の財政及び業務的な負担軽減や事

務の効率化を図ることができる。また、施設整備においては、長期的な計画により本場開催

に必要な施設はおおむね更新できたが、未整備の施設もあるため、民間のノウハウを活用し

ながら新たな施設整備計画を策定し実施することで、効率的な施設への転換を図ること、並

びに広く市民にも利用できる競輪場を提供することにより市民に親しまれる競輪場づくり

を実現する。 

 

３．プロポーザルの形式 

公募型プロポーザル方式 

 

４．履行期間 

令和７年４月１日から令和１７年３月３１日まで 

  ※契約締結後から令和７年３月３１日までの間を準備期間として、次の業務を行う。 

   （ア）必要な人員の確保及び研修の実施 

（イ）開催業務に係る現受託業者からの引継ぎ 

（ウ）その他、松阪市と受託者が協議の上、決定した事項 

これらに伴う費用は、決定事業者が負担する。 
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５．プロポーザル実施スケジュール 

実施公告日                      令和６年７月１１日（木） 

現地見学会申込書の提出期限                  ７月１７日（水） 

現地見学会（松阪競輪場）                   ７月２２日（月） 

現地見学会（川越場外車券売場）                ７月２３日（火） 

 参加申請にかかる質問提出期限                 ７月２６日（金） 

 参加申請にかかる質問回答期限                 ８月 ２日（金） 

 参加申請書等提出期限                     ８月 ５日（月） 

 参加資格審査結果通知日                    ８月 ９日（金） 

 企画提案書及び提案見積書等にかかる質問提出期限        ８月１３日（火） 

 企画提案書及び提案見積書等にかかる質問回答期限        ８月１６日（金） 

 企画提案書及び提案見積書等提出期限              ９月 ５日（木） 

 参加辞退届提出期限                      ９月 ５日（木） 

 プレゼンテーション・質疑応答の実施              ９月２０日（金） 

 最優秀提案者の決定                      ９月下旬（予定） 

 業務委託契約締結                       ９月下旬（予定） 

 

６．企画提案の審査概要 

（ア）審査委員会 

松阪競輪包括業務及び施設整備業務委託プロポーザル審査委員会（以下「審査委員会」

という。）で審査し、最優秀提案者を選定する。 

（イ）審査方法 

審査委員会は松阪競輪包括業務及び施設整備業務委託プロポーザル選定基準により

評価し、「内容評価点（９０点）」と「価格評価点（１０点）」を合算した「総合評価点

（１００点）」が最も高い提案者を最優秀提案者として決定する。なお、内容評価点に

ついては５０点に満たない者は、最優秀提案者として選定しない。 

（ウ）プレゼンテーション・質疑応答 

実施日時：令和６年９月２０日（金） 

実施場所：松阪競輪場内会議室（三重県松阪市春日町３丁目１番地）（予定） 

※開催時間及び会場については、後日通知する。 

実施時間：１事業者あたり４５分以内（説明３０分以内・質疑応答１５分以内）で、

提出した企画提案書に沿ったプレゼンテーション及び内容等に関する質疑
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応答を行う。 

出席者：３名以内（出席者のうち１名は業務責任者又は主たる業務従事者が出席する

こと）とする。 

（エ）実施方法 

パワーポイント等によるプレゼンテーションとする。スクリーン及びプロジェクタ

ーは本市において用意するが、使用する場合は、事前に申し出ること。パソコン等その

他必要な物は各自が用意すること。 

（オ）資料 

審査委員会が使用する資料は、事前に提出された参加申請書及び企画提案書とする。 

プレゼンテーションは参加申請書及び企画提案書をもとに行うこととし、追加の提

案及び追加資料の配布は認めない。また、プレゼンテーションの説明は企画提案書の内

容を逸脱してはならない。 

（カ）審査結果の通知 

審査の結果は、プレゼンテーション・質疑応答の参加者全員に書面で通知する。 

なお、審査の公正・透明性を図るため審査結果を公表する。 


